
公立中学校における部活動の地域移行に係る神奈川県の方針改訂検討会（第１回） 

次 第  

 

日時：令和７年６月 26 日（木）14 時～16 時 30 分  

会場：大同生命横浜ビル 13 階会議室４ 

 

１ 開 会  

（１）あいさつ（神奈川県教育委員会 教育局教育参事監 増田 年克） 

（２）公立中学校における部活動の地域移行に係る神奈川県の方針改訂検討会の 

役割について 

（３）座長及び副座長の指名について 

 

 

２ 議 事  

(１) 地域移行に向けた国の動向について 

(２) 本県の部活動を取り巻く状況と課題について 

(３)  今後の検討内容について 

 

３ そ の 他  

  次回開催について 

 

４ 閉 会 

 

 ＜配付資料＞  

資料１   方針改訂検討会設置要綱について 

資料２   地域移行に向けた国の動向について 

資料３   本県の部活動を取り巻く現状と課題について  

資料４   今後の検討内容について 

参考資料  公立中学校における部活動の地域移行に係る神奈川県の方針（現行） 

  



区分 構成団体・所属 役職 委員氏名

1
神奈川県中学校文化連盟
（横浜市立美しが丘中学校　校長）

会長 横田
よこた

　由美子
ゆみこ

2
神奈川県中学校体育連盟
（横須賀市立神明中学校　校長）

会長 金子
かねこ

　雄志
たけし

3 学校
神奈川県公立中学校長会
（秦野市立西中学校　校長）

書記 丸野
まるの

　研二
けんじ

4 神奈川県ＰＴＡ協議会 副会長 阿部
あべ

　　寛
ひろし

5 神奈川県教職員組合 執行委員長 島﨑
しまざき

　直人
なおと

6
神奈川県市町村教育長会連合会
（小田原市教育委員会　教育長）

会長 栁下
やぎした

　正祐
まさひろ

7
神奈川県都市スポーツ推進連絡協議会
（座間市文化スポーツ課　課長）

会長 安部
あべ

　到
とおる

8
神奈川県町村体育振興連絡協議会
（寒川町　町民部　スポーツ課　課長）

会長 水越
みずこし

　豊
ゆたか

9 公益財団法人神奈川県スポーツ協会 専務理事 田 中
たなか

 不二夫
ふじお

10
市スポーツ協会
（(公財)逗子市スポーツ協会　副会長）

副会長 村松
むらまつ

　雅
まさし

11
町村スポーツ協会
（山北町スポーツ協会　理事長）

理事長 中戸川
なかとがわ

　義隆
よしたか

12 神奈川県スポーツ推進委員連合会 会長 平井
ひらい

　孝幸
たかゆき

13
一般社団法人神奈川県総合型スポーツクラブ
ネットワーク

理事長 菊地
きくち

　　正
ただし

14 一般社団法人日本フィットネス産業協会 事務局長 松村
まつむら

　　剛
つよし

15 神奈川県吹奏楽連盟 事務局長 三ヶ田
みかだ

　篤
あつし

16 学識経験者 桐蔭横浜大学 教授 佐藤
さとう

　　豊
ゆたか

市町村行政

学校関係
団体

中学校部活
動関係団体

スポーツ・
文化芸術等

団体

局名 役職 氏名

1 参事　兼文化課長 髙橋　康夫

2 スポーツ課長 吉田　崇

3
事業推進部長
併体育指導担当部長

粟野　成広

4 支援部長 八矢　信宏

5 保健体育課長 元橋　洋介

6 生涯学習課長 秋山　直樹

文化
スポーツ
観光局

教育局

【委員出席者一覧】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局出席者一覧】 
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方針改訂検討会設置要綱について

資料１



方針改訂検討会について

1

経緯・趣旨

令和７年冬頃、国は、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方
等に関する総合的なガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を
改訂の予定である。
現行ガイドラインは、「Ⅰ 学校部活動」において、学校部活動の適正

な運営や効率的・効果的な活動の在り方を、「Ⅱ 新たな地域クラブ
活動」、「Ⅲ学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた
環境整備」及び「Ⅳ 大会等の在り方の見直し」において、地域クラブ
活動を整備するために必要な対応等に係る国の考え方を示している。

・現行ガイドラインのⅡ～Ⅳを踏まえ、公立中学校を対象に、地域移行に
向けた県の考え方、取り組むべき施策の方向性を県の方針として令和５年
10月に策定したものを、今回改訂する。

・方針の改訂に当たっては、市町村教育委員会、スポーツ・文化芸術団体
及び学校関係の代表者並びに有識者等を構成員とする検討会を設置し、
多様な主体の意見を取り入れることとする。



設置の目的及び意見を聴取する事項

2

第１条
令和８年度からの改革実行期間に県内の市町村及び市町村教育委員会

が、地域の実情に沿って公立中学校における部活動の地域移行を段階的

に進めていけるよう、国のガイドライン改定を見据え、県としての方針

の改訂に当たり、行政やスポーツ・文化芸術活動等に関わる関係者等の

意見を聴取するため、公立中学校における部活動の地域移行に係る神奈

川県の方針改訂検討会（以下「検討会」という。）を置く。

第２条 検討会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について
検討を行う。

(1) 公立中学校における部活動の地域移行を進めるための施策に関する
事項

(2) その他、公立中学校における部活動の地域移行を進めるために必要な
事項



構成員について

3

構成団体

1
中学校部活動関係

神奈川県中学校文化連盟の代表者

2 神奈川県中学校体育連盟の代表者

3 学校 神奈川県公立中学校長会の代表者

4
学校関係団体

神奈川県ＰＴＡ協議会の代表者

5 神奈川県教職員組合の代表者

6 市町村行政 市町村教育長会連合会の代表者

7

スポーツ団体・
文化芸術団体等

公益財団法人神奈川県スポーツ協会の代表者

8 都市スポーツ推進連絡協議会の代表者

9 町村体育振興連絡協議会の代表者

10 市スポーツ協会の代表者

11 町村スポーツ協会の代表者

12 スポーツ推進委員連合会の代表者

13 総合型地域スポーツクラブの代表者

14 民間スポーツクラブの代表者

15 文化芸術団体等の代表者

16 学識経験者 学識経験者



座長及び副座長の設置並びに権限

4

１ 検討会に座長、副座長を置く。

２ 座長、副座長は、委員の互選とする。

３ 座長は、会議の議長となり、会務を総括する。

４ 座長に事故があるときは、副座長がその職務を

代理する。

５ 座長は、必要に応じて検討会に構成員以外の者

の出席を求め、その意見を聞くことができる。



地域移行に向けた国の動向について

0

資料２



持続可能な部活動
教員の働き方改革

改革推進期間
（令和５年～７年）

改革集中期間
（令和5年～７年）

国の部活動改革の経緯
運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン
（平成30年3月）

学校の働き方改革を踏まえた部活動改革
（令和2年9月）

運動部活動の地域移行に関する検討会議
（令和３年～４年)

運動部活動の地域移行に関する検討会議提言
（令和４年６月)

学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に
関する総合的なガイドライン（令和４年12月）

地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する
実行会議（令和６年～令和7年）

1改革実行期間（令和８年～令和13年）



2
２

国の現行ガイドライン



3
３

国の実行会議「最終とりまとめ（概要）」①



4

４

国の実行会議「最終とりまとめ（概要）」②



5
５

国の実行会議「最終とりまとめ（概要）」③



6
６

国の実行会議「最終とりまとめ（概要）」④各論
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本県の部活動を取り巻く状況と課題について

資料３



1

～本県の人口の動向について～

神奈川県人口ビジョン平成28年３月策定（令和７年３月改訂）より抜粋



2

神奈川県人口ビジョン平成28年３月策定（令和７年３月改訂）より抜粋



3

神奈川県人口ビジョン平成28年３月策定（令和７年３月改訂）より抜粋



4

神奈川県人口ビジョン平成28年３月策定（令和７年３月改訂）より抜粋



5

神奈川県人口ビジョン平成28年３月策定（令和７年３月改訂）より抜粋



本県の部活動を取り巻く状況と課題について

6



7

公立中学校数及び生徒数

■ 県内の公立中学校等の生徒数は、昭和61年の約36万人をピークに約16万
7千人減少。
学校数は10年間で６校減少しており、１校当たりの生徒数も減少。

（出典：県教育委員会「学校統計要覧」）



学校数 横浜 川崎 相模原横須賀 湘南 中 県央 県西 全体

部 活 動 数 1,986 854 469 429 534 416 544 270 5,502

1校当たりの部活動数 13.5 16.4 12.7 13.8 12.1 13.0 12.4 11.7 13.4

1 部当た りの部 員数 25.3 22.5 22.7 20.5 24.8 22.3 24.3 19.9 23.6

部 活 動 数 1,877 765 447 409 534 406 520 233 5,191

1校当たりの部活動数 12.8 14.7 12.1 12.8 11.9 11.9 11.8 10.6 12.6

1 部当た りの部 員数 23.2 23.1 21.2 17.2 22.5 18.6 22.1 18.4 21.8

H26 410

R６ 406

8

■ 10年間で、運動部活動数は約311部減少。
■ 地域別では、減少率が地域によって異なっている。

（出典：県中学校体育連盟「運動部活動調査」）

部活動数を減らすことで
１部当たりの部員数が保てている。

部活動の状況①（運動部部活動数）



9

【合同部活動を実施する部活動の割合（Ｒ６）】

【合同部活動実施校数の推移】

（出典：県中学校体育連盟「運動部活動調査」）

■ 日常の練習や大会参加を他校と一緒に行う「合同部活動」を設置
する学校が前回策定時から引き続き増加傾向。

■ 合同部活動を実施せざるを得ない状況は、団体競技中心に生じて
いる。

部活動の状況②（合同部活動の設置状況）



部活動の状況③（部活動に関する生徒のニーズ）

■ 県内公立中学校における運動部活動の加入率は、緩やかに減少。
文化部活動はほぼ横ばい。

【部活動加入率】

（出典：県中学校体育連盟「運動部活動調査」）

10



11

■ 公立中学校の運動部活動顧問教諭のうち、４割以上が競技経験の
ない部活動の指導を行っている。

部活動の状況④（部活動指導に係る教員の負担感）

（出典：県中学校体育連盟「運動部活動調査」）

【Ｒ４年前回策定時】 【R６年 顧問教員の競技経験】



■ 県内の総合型地域スポーツクラブ数（令和７年４月１日現在）
創設済み 111箇所
創設準備中 ３箇所

■ 総合型地域スポーツクラブの未設置自治体なし

12

地域のスポーツ団体等の状況

（スポーツセンター調べ）

･･･ 創設済みクラブ

･･･ Ｒ７年度創設クラブ

･･･ 準備中クラブ

101

･･･ 創設済みクラブ

･･･ Ｒ７年度創設クラブ

･･･ 準備中クラブ



県

市町村

R4 R５ R６ R７

改革推進期間 ガイドライン
の見直し

【基本的な考え方】
○持続可能な活動環境の整備
○部活動指導員と外部指導者の活用
○地域の実情に応じた取組
〇先行事例の波及

連絡会等の会議体の開催

★新たな会議体の設置・運営
・部活動活性化推進協議会ワーキング
★指導者の確保・資質向上
・人材DBの活用・促進
・地域クラブ活動指導者研修講座
★県コーディネーター
・市町村の取組状況の把握・課題整理
・広域連携及び独自の取組に対する重点
的な支援

★部活動指導員配置拡充
★地域クラブの育成、体制整備
★大学等との連携の働きかけ

進捗状況の把握 ＞地域クラブ活動コーディネーターの配置・拡充 ＞市町村と地域クラブ運営団体等をつなぐ

【学校部活動】

地域の実情に応じて「できるところから」「段階的に」取り組む

【地域クラブ活動】

【市町村の段階的な取組に対する具体的な支援】

部活動の地域連携（部活動指導員や外部指導者、ボランティア等の活用）

R８～

（国の動向を
注視しつつ）
さらなる改革
推進期間へ

方針の改訂

【地域移行を進める体制
づくり】

〇ニーズの把握、方向性の検討
○準備委員会や協議会等の開催
〇多様な実施主体との関わり
○コーディネーターの配置
〇国の実証事業の活用の検討等

〇県コーディネーターの配置
〇人材DBの周知
〇教員の兼業兼職の運用の改善
について情報提供

◎独自の取組を行う市
町村への継続的な支
援

↓
■取組を事例として他
市町村に波及

■県内市町村の取組の
推進及び底上げ

国

実証事業の成果の普及・事例集追記

子どもの活動を保障し、休日の活動
に教員が必ずしも関わらなくてもよ
い体制づくりを目指す

子
ど
も
の
活
動
の
場

方針策定

27

改革推進期間の主な取組と課題①



ｸﾗﾌﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

地域クラブ等の運営団体等

スポーツ協会
スポーツ少年団
各種目協会
文化連盟・団体
地域クラブ
民間事業者
大学 等

総合型
地域スポーツ

クラブ

学校

神奈川県 市町村行政

市町村・学校と地域クラブ
等をつなぐ人材・団体 等

保健体育課

コーディネーター

生涯学習課

人材DB
スポーツ課

文化課

スポーツC

子ども教育支援課

これまでの県の主な取組

ＷＧ、地域移行連絡会の開催

データベースの運営・活用促進

地域クラブ指導者研修の実施

広域連携に係る取組への支援

市町村の取組状況の把握及び情報提供等
による支援

受け皿となる団体に係る情報把握

大学との連携

推進体制の整備 広域連携に係る取組

指導者の確保、質の保障 財源の確保

大会参加・運営等 活動場所の確保

受け皿となる団体等の体制整備

休日と平日の指導の一貫性

見えてきた様々な課題

連携、支援

連携、支援

連携

令
和
７
年
度
以
降
の
取
組
に
向
け
て

令
和
５
・
６
年
度

29

改革推進期間の主な取組と課題②



令和７年度の地域移行関連の取組について

市町村県

ス
ポ
ー
ツ
庁

文
化
庁

県地域クラブ活動コーディネーターの2名配置
• 県内市町村の地域移行の取組の進捗状況を把握
• 地域クラブと市町村・学校との関係構築について調整・助言による支援

県部活動地域移行連絡会の開催

【概要】
• 年２回（７,２月開催）
• 国の動向等に係る情報提供
• 県内外の地域移行の先行事例の紹介

等
• 参加者による情報交換及び協議 等

【求められる取組】

○協議会等の設置・運営
・年１回以上開催

○地域移行に関する方針等
の策定

○生徒・保護者、教員等へ
のアンケート等の実施に
よるニーズの把握
・学校、生徒、保護者、
地域、関係団体等への
情報提供及び理解促進

○コーディネーターの配置
・学校との連絡調整
・指導者の確保・派遣
・事務局を担う団体との
連携に連絡・調整 等

地域移行に係る会議体の設置・運営

【概要】
• 県の方針改訂に係る検討会の開催
• 年数回開催
• 国のガイドライン改訂に準じた県の

方針改訂に関する内容 等
【構成員（予定）】
方針検討会構成員を基本に中学校部活動に
関わりのある委員及びクラブ団体関係者等

実施主体

事務局や受け皿となるク
ラブなど多様な主体によ
る協力・支援・関わり
• 管理・運営・調整
• 指導者の派遣 等

推進プロジェクトチームによる検討・調整
県教育委員会、文化スポーツ観光部局

かながわ地域クラブ活動指導者
データベース
・指導者情報の提供
・実施主体(地域クラブ・学校・市町
村等)の求人情報等の掲載

・指導者と実施主体の相互連絡が可能

地域クラブ活動指導者研修講座
• 学校部活動の意義やハラスメント・体罰

防止に関する知識等、資質向上に向けた
講習

・オンライン上で研修の受講、理解度テス
トの受験が可能

・企画、運営
・連絡、調整

地域移行
• 実施主体とな
る地域クラブ
等との連絡

• 学校施設活用
の検討及び使
用方法の確認
等

地域連携
• 部活動の適切
な運営

• 部活動指導員
等の外部人材
の活用

• 安全管理 等

【求められる取組】

中学校

連絡・調整等

教員の働き方改革

部活動指導員配置補助 39人(R5) ⇒ 127人(R6) ➡ 175人(R7）

継

拡
支援

持続可能な活動環境の整備
地域の実情に応じた取組

県の基本的な考え方

教育委員会だけではな
く、スポーツ主管課・文
化振興主管課等の関係課
との、より一層の連携

部活動指導員と外部指導者の活用
先行事例の波及

国

総合型地域SC

市町村
文化芸術団体

市町村
スポーツ協会

公民館

地域学校協働本部

大学

競技団体

民間事業者

地域の指導者

企業

スポーツ少年団

継

新
一部

新
一部

新
一部

15
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令和７年度 県地域クラブ活動コーディネーターの取組について

①支援

「支援」「連携」「参画」の３つの柱を強化していくことで、先行的な取組を
行う市町村へのサポート及び地域のスポーツ・文化芸術等活動の環境づくりの推
進を図る

②連携 ③参画

・各市町村の課題解決に向けた
取組に対する指導・助言

・地域クラブと市町村・学校と
の関係構築について調整・
助言

・地域連携から地域移行（展
開）への移行における指導・
助言（実証事業に向けた準備
等）

・広域連携への支援

・クラブアドバイザーとの情
報交換等による連携

・各教育事務所との情報交換
等による連携

・市町村コーディネーターと
の情報交換等による連携

※場合によって、クラブ等の
団体や大学、企業との連携

・県協議会での情報提供等
・県が主催する連絡会の企画
等への参画

・市町村が実施する地域移行
に係る会議等に参加し、情
報提供や地域の課題解決に
向けた検討等に助力

３つの柱

16



Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

秦野市、横浜市、川崎市

大磯町

藤沢市、開成町

令和７年度開始時点
県内９自治体

国の実証事業の活用促進＜支援＞

相模原市

山北町、
南足柄市

実証事業の活用促進により、多くの事例を創出することで、県内の取組を加速させる

様
々
な
規
模
、多

様
な
取
組
の
創
出

県
内
の
取
組
を
加
速

・連絡会等で報告
・事例集に追録

17



コーディネーターによる市町村訪問時の聞き取り結果を踏まえ、「足柄上地区」において取組を推進

・第１回 令和６年10月 ３日 地域移行の広域連携に係る地区担当者打合せ（第１回） （会場：県西足柄上合同庁舎）
＜参加者：各市町関係課・関係部署の担当者、県教育委員会担当者 等＞

・第２回 令和６年10月17日 第２回県地域移行連絡会地区別分科会 （会場：県立総合教育センター）
＜参加者：各市町関係課・関係部署の担当者、総合型地域ＳＣ代表者、市スポーツ協会代表者、学校職員、県教育委員会担当者 等＞

・第３回 令和７年２月26日 第３回県地域移行連絡会地区別分科会 （会場：県立総合教育センター）
＜参加者：各市町関係課・関係部署の担当者、総合型地域ＳＣ代表者、市スポーツ協会代表者、学校職員、県教育委員会担当者 等＞

・第４回 令和７年３月13日 地域移行の広域連携に係る地区担当者打合せ（第２回） （会場：県西足柄上合同庁舎）
＜参加者：各市町関係課・関係部署の担当者、県教育委員会担当者 等＞

Ｒ６年度 広域連携に係る担当者打合せ会議の開催

「スモールスタート」
■ ニーズを把握し、実施可能な種目から
進める （まずは１種目から）
■ 進捗状況や事業に対する見方・考え
方が似ているところから、部分的に連携
を進める 等

まずは・・・

広域連携に係る取組 ＜支援＞

活動場所、指導者、運営を担う団体等の
不足から、「単独自治体では、取組が困難
な課題もある」ということを再認識

担当者打合せ（第１回）より

想定される取組（例）

18

種目
活動回数、

頻度

身体操作（走る
・投げる・跳ぶ）と
いう基礎動作を学ぶ。

最終的には
月１回の開催を
目指す。



令和７年度部活動改革の取組状況に
関する調査（運動部）に係る神奈川

県内の状況（速報値）

2025.６.26 神奈川県

以下参考資料



本結果は令和７年6月にスポーツ庁が実施した部活動改革の取組状況に
関する調査に係る神奈川県内の状況を取りまとめたものである

調査期間：令和７年5月20日～6月６日
対 象 ：県内すべての市町村（33市町村）
内 容 ：自治体の状況及びそれぞれが所管する中学校の部活動に関する

調査
県内の総中学校数： 426
県内の総生徒数 ： 195,322
県内の総部活動数： 4,790

１．概要

以下、回答結果の取りまとめとなります。



２. 現時点（改革推進期間）での市町村の方向性

都 市 名 地域移行 地域連携 部活動維持 実証事業

横 浜 市 〇 〇 〇

川 崎 市 〇 〇

相 模 原 市 〇 検討中

横 須 賀 市 〇 〇

平 塚 市 〇 〇

鎌 倉 市 〇 〇

藤 沢 市 〇 〇 〇 検討中

小 田 原 市 〇 検討中

茅 ヶ 崎 市 〇 〇

逗 子 市 〇

三 浦 市 〇

秦 野 市 〇 〇 〇

厚 木 市 〇

大 和 市 〇

伊 勢 原 市 〇 〇 検討中

海 老 名 市 〇 〇

座 間 市 〇

南 足 柄 市 〇 〇

綾 瀬 市 〇 〇 検討中

町 村 名 地域移行 地域連携 部活動維持 実証事業

葉 山 町 〇

寒 川 町 〇 〇

大 磯 町 〇 〇

二 宮 町 〇 〇 検討中

中 井 町 〇 検討中

大 井 町 〇

松 田 町 〇

山 北 町 〇 〇

開 成 町 〇 〇

箱 根 町 〇

真 鶴 町 〇

湯 河 原 町 〇

愛 川 町 〇

清 川 村 〇

集 計 地域移行 地域連携 部活動維持 実証事業

政 令 市 0 1 3 3

県 域
12

（目指す含）
17 12

12

(検討中含)

合 計 12 18 15 15

県独自調査より抜粋



３-１．休日の部活動の地域移行の進捗状況（中学校数）

令和６年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

 9市町 34校(8.0%)
横浜 11 大磯 ２
川崎 ４ 松田 １
相模原 ２ 開成 １
藤沢 ３
秦野 ９
寒川 １

 改革実行期間（前期）中に97校の中学校（22.8％）で地域移行が行われる予定。
 市町村別にみると、令和10年度には19市町で地域移行が行われる予定。

※1つ以上の部活動で地域移行を行う予定である中学校数をカウント

令和10年度

（中学校数＝426校）

34
8.0
%

392
92…

41
9.…

385
90.…

 11市町 41校(9.6%)
横浜 11 南足柄 ３
川崎 ２ 大磯 ２
相模原 ３ 松田 １
藤沢 ２ 山北 １
秦野 ９ 開成 １
座間 ６

37
8.7%

389
91.3%

 13市町 37校(8.7%)
川崎 ２ 綾瀬 ５
小田原 ２ 大磯 ２
茅ヶ崎 ３ 中井 １
秦野 ９ 松田 １
座間 ６ 山北 １
南足柄 ３ 開成 １

湯河原 １

3…

387
90.…

 15市町 39校(9.2%)
川崎 ２ 葉山 １
横須賀 １ 大磯 ２
小田原 ２ 中井 １
茅ヶ崎 ５ 松田 １
三浦 ３ 山北 １
秦野 ９ 開成 １
座間 ６ 湯河原 １
南足柄 ３

 19市町 97校(22.8%)
川崎 ２ 伊勢原 ４ 開成 １
相模原 36 座間 ６ 湯河原１
横須賀 ２ 南足柄 ３ 愛川 ３
茅ヶ崎 ７ 葉山 １
逗子 １ 大磯 ２
三浦 ３ 中井 １
秦野 ９ 松田 １
厚木 13 山北 １

97
22…

329
77.2%

◆ 地域移行を行う（予定） ◆ 未定



３-２．休日の部活動の地域移行等の進捗状況（部活動数）

令和６年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

地域移行を進める
部活動数（◆+ ◆）
⇒ 421部活（8.8％）
地域連携を進める
部活動数（◆）
⇒ 226部活(4.7%)

 部活動数で見ても、令和８年度以降、地域移行に取り組む予定の部活動数は増加している。
 令和10年度には1,149部活動（24.0％）が地域移行または地域連携を予定している。

令和10年度

（部活動数＝4,790部活動）

107
2.2
%

314
6.6%
226
4.7%414

3
8…

※選択肢内に回答がなかった部活動数は◆にカウント

◆ 地域移行完了済/取り組んでいる ◆ 地域移行準備・検討中
◆ 地域連携を実施/実施予定 ◆ その他の方策で対応・未定

地域移行を進める
部活動数（◆+ ◆）
⇒ 171部活（3.6％）
地域連携を進める
部活動数（◆）
⇒ 592部活 (12.4%)

149
3.1
%

22
0.5%

592
12.4%4027

84.1%

地域移行を進める
部活動数（◆+ ◆）
⇒ 219部活（4.6％）
地域連携を進める
部活動数（◆）
⇒ 368部活 (7.7%)

176
3.7
%

43
0.9%

368
7.7%4203

87.7%

地域移行を進める
部活動数（◆+ ◆）
⇒ 554部活（11.5％）
地域連携を進める
部活動数（◆）
⇒ 370部活 (7.7%)

193
4.0
%

361
7.5%

370
7.7%

3866
80.7%

623…175
3.7
%
351
7.3
%3641

76.0%

地域移行を進める
部活動数（◆+ ◆）
⇒ 798部活（16.7％）
地域連携を進める
部活動数（◆）
⇒ 351部活 (7.3%)

地域移行＋地域連携

＝647部活動（13.5%)
地域移行＋地域連携

＝763部活動（16.0%)
地域移行＋地域連携

＝587部活動（12.3%)
地域移行＋地域連携

＝924部活動（19.2%)
地域移行＋地域連携

＝1,149部活動（24.0%)



 令和７年度と令和10年度を比較すると、県内の市町村では全体的に地域移行等の取組に進捗が見られる。

３-３．市町村別・年度別 休日の地域移行等の進捗状況の比較（部活動数）
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◆地域移行完了済/取り組んでいる ◆地域移行準備・検討中 ◆地域連携を実施/実施予定 ◆その他の方策で対応・未定

◆令和７年度 地域移行等の取組

◆地域移行完了予定/取組予定 ◆地域移行準備予・検討予定 ◆地域連携を実施/実施予定 ◆その他の方策で対応・未定

◆令和10年度 地域移行等の取組
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※各市町村の総部活動数を100％としてそれぞれの割合を表示



３-４．休日の地域移行の見込みが立たない理由

 地域移行の見込みが立たないと回答した自治体の多くが課題として、受け皿の整備を挙げている。
また、指導者の確保についても課題がみられる。

受け皿の整備

地域クラブは存在するが、受け皿となるような体
制が十分に整っていない
（横須賀市） （鎌倉市） （三浦市）
（大井町） （小田原市）
（二宮町） （清川村）

自治体の現状との兼ね合い

中学生数の減少はなく、現状地域移行の必然性が
ない（海老名市）
子どもの活動保障を最優先に考えているため、地
域連携で進めている（大和市）
地域の規模・立地により、移行が難しい（真鶴
町）

地域クラブ活動の在り方

クラブ活動自体の在り方について検討する必要があ
る
（箱根町）

指導者の確保

地域に教員に代わる指導者がいない
（横須賀市）（鎌倉市）（海老名市）



４．平日の部活動の地域移行の進捗状況（中学校数）

令和６年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

 12校(2.8%)
秦野 ９
寒川 ３

 改革実行期間（前期）中に25校の中学校（5.9％）で地域移行が行われる予定。

※1つ以上の部活動で地域移行を行う予定である中学校数をカウント

令和10年度

（中学校数＝426校）

12
2.8
%

414
97.…

13
3.1
%

413
96.9%

 13校(3.1%)
茅ヶ崎 １
秦野 ９
寒川 ３

20
4.7
%

406
95.3%

 20校(4.7%)
小田原 ２
茅ヶ崎 ３
秦野 ９
寒川 ３
大磯 ２
松田 １

22
5.2
%

404
94.8%

 22校(5.2%)
小田原 ２
茅ヶ崎 ５
秦野 ９
寒川 ３
大磯 ２
松田 １

 25校(5.9%)
茅ヶ崎 ６ 愛川 ３
秦野 ９
葉山 １
寒川 ３
大磯 ２
松田 １

25
5.9
%

401
94…

◆ 地域移行を行う（予定） ◆ 未定



５．地域移行時に課題として認識している事項

1番の課題 2番の課題 3番の課題 ４番の課題

 地域移行を実施・検討している市町村に課題事項を重要度順に回答いただいたところ、
１番の課題として、「①持続可能な収支構造の構築」(31.3%)、「⑤指導者の量の確保」
(31.3%)、「②保護者・生徒の普及啓発・理解」(18.8%）が多く挙がった。
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%6.3%
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%

6.3%6.3%
13.3
%

20.0
%

6.7%
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20.0
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回答数：
16

回答数：
15

回答数：
14

回答数：
14

◆①持続可能な収支構造の構築 ◆②保護者・生徒の普及啓発・理解（参加費用負担への理解含む）
◆③学校関係者の普及啓発・理解 ◆④自治体・学校と運営団体・実施主体の連携体制の構築 ◆⑤指導者の量の確保
◆⑥指導者の質の確保 ◆⑦活動場所の確保 ◆⑧移動手段の確保
◆⑨大会参加・引率規定 ◆⑩大会運営体制 ◆⑪参加費用（負担軽減）に係る制度設計
◆⑫学校と地域クラブ活動の運営団体・実施主体との役割分担や責任の所在 ◆⑬その他

（内訳）
① ５ ⑤ ５
② ３ ⑥ １
④ １ ⑬ １

（内訳）
① ２ ④ １ ⑨１
② ３ ⑤ ３ ⑪１
③ １ ⑥ ３

（内訳）
① ３ ⑤ ２ ⑩１
② ３ ⑥ ２ ⑫１
④ １ ⑦ １

（内訳）
① １ ④ １ ⑩２
② １ ⑦ １ ⑪２
③ ２ ⑧ ３ ⑫１



今後の検討内容について

0

資料４



（１）改訂の趣旨

1

国の動向を踏まえ、県としての方針をどのように示すか。

（２）対 象

公立中学校（義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程及び
特別支援学校中等部を含む。以下同じ。）の生徒の学校部活動及び
地域クラブ活動を主な対象とする。

今後の検討内容（案）

（３）主 な 検 討 項 目

ア はじめに（方針策定の経緯・趣旨・性格・対象）

イ 県内の公立中学校における部活動を取り巻く状況

ウ これまでの県及び県内市町村の取組について

エ 本県における地域展開等の考え方



〇国は最終とりまとめで具体的な表現に

休日の学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への

移行について地域の実情等に応じて可能な限り早期の

実現を目指すこと。

２

具体化

・国の現行ガイドライン

国の方向性



3

・国の最終とりまとめ抜粋

休日については、次期改革期間内に、原則として、
全ての学校部活動において地域展開を実現し、地域ク
ラブ活動に転換することを目指すことが考えられる。

国の方向性（ 改革実行期間全体 ）



4

現時点で休日の地域展開等に着手していない
地方公共団体においても、次期改革期間での実現
に向け、前期３年間（令和８年度～令和10年度）
の間には、確実に地域展開等に着手し、できると
ころから地域クラブ活動の実施等を進めることが
必要。

国の方向性（ 改革実行期間 前期 ）

・国の最終とりまとめ抜粋



5

地域展開等に向けた個別論点（案）

・改革推進期間で見えた課題より

推進体制の整備について

広域連携に係る取組について

指導者の確保、質の保障について

財源の確保について

大会参加・運営等について

活動場所の確保について

受け皿となる団体等の体制整備について

休日と平日の指導の一貫性について

保険について

コーディネーターの配置

学校施設の利用について 教員に代わる指導者について

兼業兼職の整備ついて

総合型地域スポーツクラブの活動について

クラブの設立・運営について

協議会開催・設置について

受益者負担の在り方について

市町村を越えた連携について

クラブの大会参加について

今後の大会の在り方について 連絡ツールの利用について

学校との連携について


